
質 問 回 答 書（５．１８①） 
 

 

工事（業務）名：須賀小学校地域拠点施設建設 第３・４校舎等解体及び建築工事 

 

 

質問１．参考数量書 P-430 に「ｊ．機械設備とりこわし」が記載されております。 

解体工事の図面には機械設備とりこわしの図面が確認できません。 

ご教示ください。 

回答１． 
   「ｊ．機械設備のとりこわし」については、宮代町ホームページに掲載されて

いる解体図（M001～M006）をご確認ください。既存図が無い部分もあるため、

参考数量をあわせてご確認ください。 
 
質問２．図面「A012」Ⅱ．解体工事特記仕様 1-11 近隣説明において、「近隣住

民に対し説明会の開催･･･」とありますが、解体施工計画の説明をする範囲はど

こまでと考えてよろしいでしょうか。 

回答２． 
   解体する建物から３０メートルの範囲でお願いします。 

 
質問３．図面「A701」建屋解体リスト⑯学童保育所で【16：学童保育所は別途発

注工事】と記載されておりますが、別途解体工事業者が入るということでしょう

か。 

回答３． 
   現在、発注方法を検討しておりますが、別途解体工事業者が入る可能性はあり

ます。 
 
質問４．図面「A801」学校敷地内に仮設事務所や工事車両の駐車場を確保できな

いと考えますが、近隣の土地を借地する場合、その費用は本工事ので増額対象と

考えてよろしいでしょうか。 

回答４． 
   仮設事務所及び工事車両駐車場に係る費用については、原則として共通仮設費

に含まれております。 
 
質問５．中東情勢により、資材調達の確保が困難となっており、工程の遅延が予

想されます。 

状況に合わせた工期延長や価格変動について協議をお願いできますか。 

回答５． 
宮代町建設工事標準請負契約約款第２1 条に基づき、受注者の責めに帰すこと

ができない事由により工期内に工事を完成することができないときは受注者の

請求により、工期の延長を検討します。 
   宮代町建設工事標準請負契約約款第２５条に基づき、工期内に日本国内におい

て急激なインフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、

受注者の請求により、請負代金の変更を検討します。 


